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当
別
町
議
会
の
紹
介

上

算
審
査
特
別
委
員
会
と
９
月

に
設
置
さ
れ
る
決
算
審
査
特

別
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。

【
議
会
運
営
委
員
会
】

７
名
の
議
員
で
構
成
さ

れ
、
町
議
会
が
公
正
・
円
滑

に
運
営
さ
れ
る
よ
う
話
し
合

い
を
行
い
、
議
長
の
諮
問
に

応
じ
る
ほ
か
、
議
案
や
※

請

願
・
陳
情
な
ど
を
ど
こ
の
常

任
委
員
会
に
付
託
（
振
り
分

け
）す
る
か
を
審
査
し
ま
す
。

※
請
願
・
陳
情

住
民
が
行
政
に
対
し
て
何

か
を
要
望
す
る
こ
と
で
す
。

請
願
を
す
る
場
合
は
そ
の

内
容
に
同
意
し
て
署
名
す
る

議
員
（
紹
介
議
員
）
が
必
要

で
す
が
、
陳
情
の
場
合
、
紹

介
議
員
は
不
要
で
す
。

請
願
・
陳
情
は
い
つ
で
も

受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、
定

例
会
ご
と
に
受
付
期
限
が
あ

り
ま
す
。
町
議
会
で
は
、
そ

の
後
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ

た
の
か
、
結
果
報
告
を
各
提

出
者
へ
通
知
し
て
い
ま
す
。

【
常
任
委
員
会
】

町
議
会
の
常
任
委
員
会
に

は
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員

今
号
と
次
号
の
２
回
に
わ

た
り
、
当
別
町
議
会
の
紹
介

を
し
ま
す
。
今
号
は
町
議
会

に
設
置
さ
れ
て
い
る
各
種
委

員
会
を
紹
介
し
ま
す
。

【
本
会
議
と
委
員
会
】

町
議
会
の
審
議
機
関
に

は
、
議
員
全
員
が
集
ま
っ
て

行
う
本
会
議
と
議
長
の
指
名

に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
委
員

で
構
成
さ
れ
る
委
員
会
と
が

あ
り
ま
す
。

本
会
議
は
議
会
意
思
を
決

定
す
る
場
で
あ
り
、
最
も
重

要
な
会
議
で
す
。
お
お
む
ね

本
会
議
の
初
日
に
会
期
（
開

催
期
間
）
の
決
定
、
議
案
・

請
願
な
ど
の
採
決
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
会
期
の
中
盤
か

ら
最
終
日
に
か
け
て
は
町
政

に
対
す
る
一
般
質
問
な
ど
を

行
い
ま
す
。

委
員
会
は
審
査
機
関
と
し

て
本
会
議
よ
り
付
託
さ
れ
た

案
件
な
ど
を
専
門
的
か
つ
集

中
的
に
審
議
し
、
本
会
議
で

報
告
し
ま
す
。
町
議
会
の
委

員
会
に
は
、
議
会
運
営
委
員

会
、
２
つ
の
常
任
委
員
会
と

２
つ
の
特
別
委
員
会
の
ほ

か
、
３
月
に
設
置
さ
れ
る
予
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１
月

会
と
産
業
建
設
常
任
委
員
会

の
２
つ
が
あ
り
ま
す
。
町
政

が
広
範
囲
に
わ
た
る
た
め
、

行
政
機
構
に
あ
わ
せ
て
分
担

し
て
当
該
事
務
に
関
す
る
調

査
（
※

所
管
事
務
調
査
）
を
行

い
、
議
案
、
請
願
、
陳
情
等

を
審
査
し
ま
す
。

議
長
を
除
く
16
名
の
議
員

は
８
名
ず
つ
必
ず
ど
ち
ら
か

１
つ
の
委
員
会
に
所
属
し
て

い
ま
す
。

※
所
管

常
任
委
員
会
の
担
当
範
囲

の
こ
と
で
、
総
務
文
教
厚
生

常
任
委
員
会
は
総
務
部
、
企

画
部
、
福
祉
部
、
住
民
環
境

部
、
教
育
委
員
会
、
出
納
室

及
び
選
挙
管
理
委
員
会
、
監

査
委
員
並
び
に
他
の
常
任
委

員
会
に
属
さ
な
い
所
管
事
項

を
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会

は
経
済
部
、
建
設
水
道
部
、

農
業
委
員
会
の
所
管
事
項
を

担
当
し
て
い
ま
す
。

【
特
別
委
員
会
】

町
議
会
の
特
別
委
員
会
に

は
、
議
会
広
報
特
別
委
員
会

と
学
園
都
市
線
電
化
促
進
特

別
委
員
会
が
あ
り
ま
す
。

６
名
の
議
員
で
構
成
さ
れ

る
議
会
広
報
特
別
委
員
会
は

町
議
会
の
活
動
状
況
を
周
知

し
、
議
会
活
動
に
対
す
る
理

解
と
協
力
を
得
る
た
め
、
議

会
広
報
誌
の
編
集
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。

８
名
の
議
員
で
構
成
さ
れ

る
学
園
都
市
線
電
化
促
進
特

別
委
員
会
は
Ｊ
Ｒ
学
園
都
市

線
の
電
化
に
つ
い
て
、早
期
実

現
を
目
指
し
、強
力
な
活
動
を

展
開
し
て
い
く
た
め
に
昨
年

６
月
の
定
例
会
で
議
員
提
案

に
よ
り
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
新
年
度
予
算

を
決
定
す
る
３
月
の
定
例
会

中
に
設
置
さ
れ
る
予
算
審
査

特
別
委
員
会
と
前
年
度
決
算

が
認
定
さ
れ
る
９
月
定
例
会

中
に
設
置
さ
れ
る
決
算

審
査
特
別
委
員
会
が
あ

り
ま
す
。

予
算
審
査
特
別
委
員

会
は
議
長
を
除
く
全
議

員
で
構
成
さ
れ
、
決
算

審
査
特
別
委
員
会
は
議

長
と
議
会
選
出
監
査
委

員
を
除
く
全
議
員
で
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨年12月に行われた町内所管事務

調査（改修されたみどりヶ丘葬苑)


